
当施設は「加算型老人保健施設」です。 

 

 

加算型老健とは 

 

現在、老健施設は介護保険上、「その他型」「基本型」「加算型」「強化型」「超強化型」の

5 つの施設類型に分かれています。 

 

施設区分は、以下の 10 項目の実績に応じたポイントで区分され、加算型は 10 項目の実

績に応じたポイント合計で 40 ポイント以上満たすことが条件です。 

 

 

 

加算型は、厚生労働省が定める要件を満たした在宅復帰・在宅支援機能が基本型より高い

と認められた介護老人保健施設です。 


